
はじめに
TAINSには、国税だけでなく、地
方税の判決・裁決も収録しています。
今回は、地方税の判決のうち、不動産
取得税の共有物の分割について争われ
た事例をご紹介します。

Ⅰ．非課税／複数土地の現
物分割等

平28．11．30東京地裁
（認容・確定）Ｚ999－8388

＜事案の概要＞
相続により土地を取得した原告とＡ
は、その土地を3筆に分筆する登記を
行いました。その後、共有物分割を原
因として、土地1はＡから原告に対し
て、土地3は原告からＡに対して持分
全部移転登記がなされたところ、東京
都立川都税事務所長が、原告に対し、
不動産取得税の賦課決定を行った事案
です。なお、土地2については、売却
されています。
＜東京地裁の判断＞
1．「共有物の分割」の意義について
共有物である不動産の分割により他
の共有者の有していた持分を取得する
ことも、本来は「不動産の取得」に当
たるものであるが、地方税法73条の7
は、2号の3に掲げる「共有物の分割
による不動産の取得（当該不動産の取
得者の分割前の当該共有物に係る持分
の割合を超える部分の取得を除く。）」
については、不動産取得税を課するこ
とができない旨を定めている。
これは、共有物の分割により不動産
を取得した者において、分割前の共有
物であった不動産について有していた
持分の割合の範囲内で分割後の不動産
を取得したのであれば、流通税として
の不動産取得税を課すべき不動産所有
権の移転が実質的にはなかったものと
みることができることから、不動産取
得税を非課税とし、同持分の割合を超
える部分の取得についてのみ、不動産
取得税を課すこととしたものと解され
る。

2．本件への当てはめ
分割前の本件各土地における原告の

持分に相当する面積の割合と、分割後
の各土地の総面積に占める原告の取得
地（土地1）の面積の割合とを比較す
ると、前者が原告の分筆前土地の持分
割合と同じ358080分の156750であるの
に対し、後者が総面積362．37㎡（本件
各土地の地積の合計）に対して109．18
㎡という割合であって、後者は前者を
大きく下回るものであるから、原告の
土地1に係る取得には、地方税法73条
の7第2号の3の括弧書きにいう「当
該不動産の取得者の分割前の当該共有
物に係る持分の割合を超える部分の取
得」に当たる部分がないものと認めら
れる。
以上からすれば、原告の土地1に係

る取得は、地方税法73条の7第2号の
3所掲の「共有物の分割による不動産
の取得」に当たり、不動産取得税は非
課税となるというべきであるから、本
件処分は違法な処分として取消しを免
れない。

Ⅱ．非課税の持分超過部分
の有無の判断基準とな
る不動産の価格

令2．3．19最高裁
（破棄自判）Ｚ999－8418

＜事案の概要＞
甲と甲の弟丙は、遺贈により土地Ｂ

の共有持分2分の1をそれぞれ取得し
ました。その後、土地Ｂを土地1及び
土地2に分筆し、それぞれ共有物分割
を行い、土地1については甲が丙の共
有持分全部を取得し、土地2について
は丙が甲の共有持分全部を取得しまし
た。これにより、土地1は甲の、土地
2は丙のそれぞれ単独所有となり、そ
の旨の登記がなされました。そして、
大阪府泉北府税事務所長は、土地1が
上記取得時において固定資産課税台帳
に価格が登録されていない不動産であ
ったことから、固定資産評価基準に基
づいて土地1の価格を決定し、甲に対
し、本件取得には非課税規定の持分超

過部分があるとして、不動産取得税賦
課決定処分をした事案です。
地方税法73条の21第2項には、道府
県知事は、固定資産課税台帳に固定資
産の価格が登録されていない不動産に
ついて、同法388条1項の固定資産評
価基準によって、その不動産に係る不
動産取得税の課税標準となるべき価格
を決定するものと規定されています。
＜最高裁の判断＞
1．固定資産評価基準の画地計算法を
適用する一画地の宅地について
固定資産評価基準は、市街地宅地評
価法により付設する各筆の宅地の評点
数は一画地の宅地ごとに画地計算法を
適用して求めるものとし、この場合に
おいて、一画地は、原則として、土地
課税台帳又は土地補充課税台帳に登録
された1筆の宅地によるものとする
が、その例外として、1筆の宅地又は
隣接する2筆以上の宅地について、そ
の形状、利用状況等からみて、これを
一体を成していると認められる部分に
区分し、又はこれらを合わせる必要が
ある場合においては、その一体を成し
ている部分の宅地ごとに一画地とする
ものとしている。
2．隣接する2筆以上の宅地を一画地
として認定して画地計算法を適用する
場合に、各筆の宅地の評点数をどのよ
うに算出するかについて
固定資産評価基準により隣接する2
筆以上の宅地を一画地として認定して
画地計算法を適用する場合において、
各筆の宅地の評点数は、画地計算法の
適用により算出された当該画地の単位
地積当たりの評点数に、各筆の宅地の
地積を乗ずることによって算出される
ものというべきである。そして、共有
物の分割による不動産の取得に係る持
分超過部分の有無及び額の判断のた
め、地方税法73条の21第2項に基づき
固定資産評価基準によって当該不動産
に係る不動産取得税の課税標準となる
べき価格を算定する場合や、一画地を
構成する各筆の宅地の所有者が異なる
場合であっても、これと別異に解する
理由はない。

3．本件への当てはめ
これを一画地を構成する各筆の宅地
と当該画地との関係でみると、各筆の
宅地の評点数又は価格は、画地計算法
を適用して算出された当該画地全体の
評点数又は価格を、各筆の宅地の地積
比に従ってあん分する方法によって算
出されるということもできる。そうす
ると、本件処分において、本件各土地
を一画地として画地計算法を適用して
算出した価格に土地1と各土地との地
積比を乗ずることにより、土地1の価
格を算定したことは、固定資産評価基
準の定める評価方法に従ったものとい
うことができる。
本件処分は、本件取得につき、地方
税法73条の21第2項に基づき、固定資
産評価基準によって土地1に係る不動
産取得税の課税標準となるべき価格を
算定し、これに基づいて持分超過部分
に係る課税標準及び税額を算定してさ
れたものであるところ、土地1の価格
について、固定資産評価基準の定める
評価方法に従って決定される価格を上
回る違法があるとはいえないし、その
客観的な交換価値としての適正な時価
を上回る違法があるというべき事情も
うかがわれないから、これを基礎とし
てされた本件処分に違法はない。

おわりに
TAINSで検索される場合は、〔細か
い条件を指定して検索〕⇒〔TAINS
キーワード〕欄に、「不動産取得税」
と検索ワードを入力します。
その後、税区分で「地方税」にチェ
ックをしていただくと不動産取得税に
ついて争われた判決・裁決を読むこと
ができます。
最初にご紹介した平成28年11月30日
東京地裁では、「別紙リンク」に土地
の図面も収録しています。判決書を読
みながら、土地の状況も確認すること
ができます。

TAINSの入会に関するお問い合
わせは、データベース事務局へ
TEL 03（5496）1195

草間 典子［足立］
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